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事業者が特に注意すべき事項は何でしょうか。

主なは以Լのとおりです。
　ᶃ࠴権のফ໓ޮ࣌について、事࠴権の̑年を

ഇࢭして、ຽ事と事ڞ通に一̑年（権ར行Մを
知ってから）と10年（ࠨ記のを知らなくても権ར発ੜ
したときから）にมߋされた。͜のは、事の場合
も10年がద用される場合が͋る͜とになりますが、実際
にద用されるケースはكでしΐ͏。
　ᶄ๏定ۚརが̑ˋ（事࠴権は̒ˋから）３ˋにҾき
Լげられる͜と（ただし、３年ごとに１ˋࠁみでݟす）。
๏の̒ˋも３ˋに改ਖ਼されますので、事࠴権のԆ
ଛֹۚはݮる͜とになります。͜の場合、ݸਓがকདྷ
のଛഛঈۚ（ҳࣦརӹ）を請ٻするときは、த間རଉ
る͜とになりますので、ഛঈֹۚが૿͑る͜ݮ除が߇
とになります。
　ᶅݸਓอ証のݪଇࢭې。͜れは、ݸਓが連ଳอ証ਓに
なる場合は、อ証ܖక結１カ月以内にެ証ਓ場で๏
定の方๏でอ証のܖ書を作成する͜とが݅とされま
した。͜のมߋは๏ਓの表者が事業上の࠴務のอ証ਓ
になる場合にもద用されます。
　ᶆෑۚについての明文化。͜れは、ିआܖをక結
して料を担อするझࢫでෑۚをަした場合、ିआ
除して返ؐすき͜とを明記߇務を࠴に࣌終了とಉܖ
したものです。事業上のିआにおいて、आਓ事業者
には༗ӹな改ਖ਼です。

改正民法が実際に施行されるのはいつでしょう

か？

๏が国会で成ཱޙ、年から１年ޙとなるのが
通ৗです。最終的なमਖ਼がされる͜とも͋ります

ので、その内༰とࢪ行࣌期をΦッνして改ਖ਼にඋ͑る
ඞཁが͋るでしΐ͏。

民法が改正されるということですが、どういった

ことでしょうか？

今のຽ๏は明29࣏年に੍定された๏ですが、100
年以上の経ࡁ環境のม化に合わせて改ਖ਼する͜と

とされて、̔年͋まりのࡀ月をかけて、よ͏やく改ਖ਼の
最終Ҋができたものです。今2015、ޙ年̎月の๏੍審議
会の申を経て、そのޙの通ৗ国会にຽ๏改ਖ਼Ҋが提出
され、成ཱする༧定です。

改正の考え方は、どういったものでしょうか。また、

改正の対象は？

2004年に文ޠ体から口ޠ体に、カλカφから平Ծ
名に改められましたが、தに関する大きな改ਖ਼

は100年以上のྺ࢙で今回がॳめてです。改ਖ਼のϙイン
τは、ᶃ͜れまで集ੵされたྫを明文化する、ᶄ分か
りやすい用ޠにする、ᶅݱ在までの経ࡁม化に対応する、
ᶆ国際的な取Ҿルールと合ੑを図るとい͏、主に̐つ
の؍で議がਐめられました。また、今回の改ਖ਼対象
は、主にܖのルールを定めたʮ࠴権ʯの෦分で、ݱ行
のຽ๏の分が対象です。

改正民法は事業者にも関係があるのでしょうか？

ຽ๏は一ൠࢢຽの࢈ࡒ行ҝをنするج本๏です
が、事業者にద用される๏の一ൠ๏として事業

者にもج本的にద用されますので、事業者も当વ、知っ
ておくඞཁが͋ります。

改正はどういった内容でしょうか。そのうち、事

業者に関連のあるのはどの部分でしょうか？

શ෦で200߲目の改ਖ਼が͋ります。๏行ҝの意
務ෆཤ行、๏定ར、ଟ࠴、ܖ、表ࣔ、ཧࢥ

当事者、࠴権ৡ渡、อ証࠴務、ফ໓ޮ࣌、売ങ、ି
आなどۃめてଟの߲目が͋りますので、今回のスペー
スでશ෦をઆ明する͜とはしいです。 ＜掲載内容に関するご質問､お問合せについて＞
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「民法改正について」


